
１ 新たに就農する（問い合わせ：農村振興担当）

２ 農地を管理する（問い合わせ：農村振興担当・耕地林務課林務担当）

３ 施設・機械等を整備する（問い合わせ：農村振興担当・生産振興担当）

４ 作付を支援する（問い合わせ：生産振興担当）

５ その他（問い合わせ：農業政策担当・農村振興担当・生産振興担当）

農業政策担当（農政課総合窓口）　 電話　0263-71-2427
電話　0263-71-2430

生産振興担当 電話　0263-71-2428
農村振興担当 電話　0263-71-2429
耕地林務課林務担当 電話　0263-71-2432

※助成金額は、目安です。予算や申請者数により変動がありますので、

※補助事業は、原則として事業実施前の事前申請が必要ですので、
　　ご留意ください。

令和８年度安曇野市農業関係助成一覧

安曇野市　農林部　農政課

　　　　　　　ご了承ください。



内容
区分

補助
区分

１新たに就農する

事業内容 補助概要 補助事業名

新規就農
（研修）

新たに市内で就農を考えてい
る者への研修費助成

受講費用相当額
（県農業大学校が実施する指定講座）

就農希望者研修費補
助事業
（新規就農者支援事
業）

市

独立・自営就農者への給付金
による営農支援

165万円以内/年
最長３年間
（所得制限あり）

新規就農育成総合対
策事業（経営開始資
金）

国新規就農

賃貸住宅居住者で市内就農後
5年以内または３年以内に市内
へ就農する研修者へ住居費を
支援

１万円/月
最長３年間

住居費補助事業
（新規就農者支援事
業）

市

機械・施設等を導入する独立・
自営就農者を支援

補助率3/4以内
補助額上限750万円
※経営開始資金との併用する場合、補助額上限375万円

新規就農育成総合対
策事業（経営発展支援
事業）

国・県

新規就農里親研修生で１年以
内に県内に就農が見込める者
を支援

４万円/月
１年間

先進的経営体等におけ
る研修費助成（長野県
農業担い手育成基金）

県

独立・自営就農前の研修者へ
の給付金による生活支援

165万円/年
最長２年間

新規就農育成総合対
策事業（準備型）

国

認定農業者の子・孫が、規模
拡大、加工販売等に必要な機
械・設備の導入費を助成

補助率　3/10以内
限度額100万円

親元就農機械等整備
支援事業

市

認定農業者の子・孫、その配
偶者への給付金による営農支
援

20万円/年
最長５年間

親元就農促進事業
（親元就農支援金）

認定農業者、中心経営体等の
後継者となる子に対する助成

30万円以内
１戸１回を限度とする

親元就農者支援助成
（長野県農業担い手育
成基金）

県

親元就農

2 / 8 ページ



内容
区分

対象者
補助
区分

２農地を管理する

事業内容 補助概要 補助事業名

荒廃農地
荒廃農地を解消するための費
用を支援

農業者又は農業関係
組織

荒廃農地を解消する農業者等へ交付
５万円/10a

荒廃農地解消事業

市

鳥獣害

農作物を鳥獣害から守るため
防護柵の設置や機器の購入費
を補助

農地集積
農地中間管理機構を活用し
て、農地の集約化に取り組む
地域に対して助成金を交付

農地中間管理機構を
活用して集約化に取
り組む地域

　農地中間管理機構を活用した集約
化への助成金
  ①集約化加速タイプ
　　　10～50千円/１０a
  ②地域集約化実現タイプ
　　　20～26千円/１０a

農地集約化促進事業 国

新たに、銃猟免許及び銃砲所
持許可の取得にかかる費用を
支援

安曇野市猟友会に加
入し、有害鳥獣捕獲
に従事予定の者

銃砲所持許可取得に要する医師診断
書料、保険料、射撃講習経費（弾代含
む。）、事故防止用具経費その他銃砲
所持許可取得に要する経費

新規銃砲所持許可者
支援事業

農業者(宅地等で家
庭菜園を耕作する者
を含む。)

①侵入防止柵（電気柵、金網柵及び
ネット柵）
1/2以内　（上限50万円）
②侵入防止装置（電子防鳥機、音波
鳥獣駆逐装置）
1/3以内　（限度額10万円）

①侵入防止柵設置事
業

②侵入防止装置設置
事業

農作物被害防止のため、集落
で実施するニホンザルのモン
キードッグ追い払い事業を支援

モンキードッグ飼養者
モンキードッグ維持管理費
１頭　36,000円/年

モンキードッグ維持管
理事業

農作物を鳥獣害から守るた
め、追い払いに使用するエアガ
ンの購入費を補助

農業者
補助率　1/3以内　（限度額20万円）
ただし、集落等で（５戸以上）一体的に
鳥獣対策を実施する場合は、1/2以内

エアガン購入助成事業

新たに、わな猟免許又は銃猟
免許及び銃砲所持許可の取得
にかかる費用を支援

安曇野市猟友会に加
入し、有害鳥獣捕獲
に従事予定の者

銃猟免許又はわな猟免許取得に要す
る医師診断書料、保険料、事故防止
用具経費その他免許取得に要する経
費

新規狩猟者確保支援
事業

追い払いに使用するエアガン
の貸出や、ロケット花火等の配
付

だれでも
エアガン貸出（１か月程度）
ロケット花火、爆竹の配付（必要数）

追い払い道具の貸出、
配付

中山間地域の耕作条件不利地
への支援

協定集落への交付金
傾斜、地目、取組内容による単価
300円/10a～21千円/10a

中山間地域等直接支
払事業

市・県・国

中山間

中山間地域の耕作条件不利地
への支援

集落協定に基づき農
業生産活動等を実施
した区

10.5千円/10a
中山間地域農業直接
支払事業

市
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内容
区分

対象者
補助
区分

地域計画の目標地図
に位置付けられた認
定農業者、認定就農
者、集落営農者

３施設・機械等を整備する

事業内容

玉ねぎの機械化による生産拡
大のために、導入する玉ねぎ
専用機械の購入費を補助

機械化により玉ねぎ
栽培を実施する農業
者又は農業関係組織

補助率　1/3以内

補助概要 補助事業名

施設・機械
整備

集落営農組織が規模拡大、加
工販売等に必要な機械・設備
の導入費を助成

集落営農組織
補助率　3/10以内
限度額　300万円

集落営農組織機械等
整備支援事業

玉ねぎ栽培機械化推
進事業

畜産環境整備機構が実施する
畜産環境整備リース事業によ
り借り受けた設備及び機械に
対し、機構に支払う附加貸付料
及び保証保険料を補助

　農地中間管理機構を活用した集積
等への助成金
  ①集積タイプ：13～34千円/１０a
  ②集約化タイプ ：10～30千円/１０a

地域計画の目標達成に必要な
農業機械・施設の取得費用を
補助

地域計画の目標地図
に位置付けられた認
定農業者、認定就農
者、集落営農者

補助率　3/10以内
上限　100万円

地域計画推進担い手
支援事業

公共性の高い畜産環境対策
（臭気、汚水）や飼育環境改
善、エコフィードの利用拡大を
目的とした施設・設備の新設、
改修、修繕

年間の畜産物総販売
額が50万円以上の畜
産経営体、または畜
産経営で認定を受け
た認定就農者もしくは
認定新規就農者

畜産業を営む者が実施するた
い肥舎その他の家畜排せつ物
の処理又は保管の用に供する
施設の整備及び機械の購入に
要する経費を補助

畜産経営者

○施設整備　　補助率　1/2
○機械補助　　補助率　1/3
　　　　　　　　　　（上限100万円）

畜産公害防止事業
市

認定農業者の子・孫が、規模
拡大、加工販売等に必要な機
械・設備の導入費を助成【再
掲】

親元就農者又はその
者とともに農業経営
を行う認定農業者

補助率　3/10以内
限度額　100万円

親元就農促進事業
（親元就農機械等整備
支援事業）

補助率　3/4以内（事業費300万円を超
える部分は1/2以内）
限度額　10万円～500万円

持続可能な畜産経営
推進事業

県

革新的技術の現地への普及や
マーケットニーズに対応した産
地の育成等に必要な機械・施
設の導入等を支援

農業協同組合、農業
者の組織する団体・
法人等

補助率　1/2以内　他
信州農業生産力強化
対策事業

畜産環境整備リース事
業

農業経営の転換を図ろうとする
担い手に対して必要な農業用
機械・施設等の導入を支援

地域計画の目標地図
に位置付けられた認
定農業者、認定就農
者、集落営農者

補助率　1/2以内
上限　法人　3,000万円
　　　　法人以外の者　1,500万円
※金融機関からの融資が必要です。

担い手確保・経営強化
支援事業

国

規模拡大等に必要な機械・設
備の導入費を助成

地域計画の目標地図
に位置付けられた認
定農業者、認定就農
者、集落営農者

補助率　3/10以内
上限　300万円
※金融機関からの融資が必要です。

畜産経営者 補助率　1/2以内　他
畜産・酪農収益力強化
総合対策基金等事業
（畜産クラスター事業）

農地利用効率化等支
援交付金

地域の中核となり農地を引き
受ける担い手の経営改善に必
要な機械等の導入を支援

補助率　3/10以内
上限　個人　1,500万円
　　　　法人　3,000万円

地域農業構造転換支
援事業

集落営農の連携・合併に向け
たビジョン作成とその実現のた
めに必要な取組や機械設備等
導入を助成

集落営農組織
補助率　1/2以内
※取組により補助額が異なる
限度額　1,000万円

集落営農連携促進等
事業

経営基盤の強化を図る農家の
施設、機械及び生産資材の導
入費を補助

収益性向上・生産基
盤強化対策等に取組
む農業者等

補助率　1/2以内　他
産地生産基盤パワー
アップ事業

畜産農家をはじめ、地域の関
係事業者が連携、結集し、地
域ぐるみで高収益型の畜産を
実現するための施設等の整備
を補助
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内容
区分

対象者
補助
区分

災害対策

長野県農業共済組合
が行う収入保険に加
入した市内在住の農
業者

市

果樹振興

果樹を新たに植付し生産拡大
を図るために、果樹棚、苗木の
購入費及び、未収益期間の管
理経費を補助

５アール以上の果樹
を新植する農業者又
は農業研修者

果樹棚資材費・設置費、苗木購入費
補助率　1/3以内（上限あり）
未収益期間支援補助
50千円/10a：最大４年間

果樹新植支援事業

補助概要 補助事業名

玉ねぎ
振興

玉ねぎの機械化体系による生
産拡大のために、機械植え用
玉ねぎ苗の購入費を補助

機械化により玉ねぎ
栽培を実施する農業
者又は農業関係組織

補助率　1/3以内
玉ねぎ栽培機械化推
進事業

事業内容

農家負担額及び賦課金の1/3以内
（100円未満切捨て）

果樹共済加入促進対
策事業

収入保険掛金の補助
保険料及び事務費（掛け捨て部分）の
1/3（100円未満切捨て）
（上限額５万円）

収入保険加入支援事
業

りんご新わい化用台木購入費
の補助

対象の苗木を購入し
た農業者

補助率　1/3以内
上限　200円/本

新わい化栽培台木購
入補助事業

市

４作付を支援する

環境に
やさしい
農業振興

地球温暖化防止や生物多様性
保全に効果の高い営農活動に
取り組む農業者等への補助

環境保全型農業を推
進する任意団体等

取組に応じた補助
有機農業　：3,000円/10a～
※作物によって異なる

堆肥の施用：3,600円/10a
緑肥の施用：5,000円/10a　　外

環境保全型農業直接
支払交付金事業

市・県・国

果樹共済掛金の補助

長野県農業共済組合
が行う果樹共済に加
入した市内在住の農
業者
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内容
区分

対象者
補助
区分

通販サイトを利用し、
農産物等を販売する
農業者等

農産物等を自らマル
シェで対面販売する
農業者等及び食品加
工事業者

販路開拓のため、海
外物産展等に出店
し、農産物等を自ら対
面販売し、又はプロ
モーションをする農業
者等及び食品加工事
業者

事業内容 補助概要 補助事業名

５その他①

農産物
ブランド

振興

農産物等ブランド振興への補
助支援

生産者団体又は農業
生産法人等

地域団体商標等の出願及び登録に要
する経費（補助限度額10万円）

農産物等ブランド振興
事業

農家民宿
農家民宿開業に伴う受け入れ
農家の補助支援

市内に住所を有し、
市内で農家民宿を開
業する者で、安曇野
市農家民宿連絡協議
会に加入する者

・簡易宿所営業許可に係る旅館業経
営許可手数料の100/100
・火災警報器又は消防法に適合する
火災報知設備の購入及び設置費用の
1/2、ただし上限額40千円

農家民宿開業助成
事業

市

農業者等及び食品加工事業者
が県外のマルシェで農産物及
び加工品を販売する経費に対
する助成
（令和8年度末まで）

出店手数料、交通費、運搬費、駐車場
利用料、出店に係る消耗品費等。
1回の出店につき10千円、限度額20千
円

マルシェ出店補助
事業

海外で開催される物産展等に
出店し、農産物等を販売、もし
くはプロモーションする経費に
対する助成
（令和8年度末まで）

主食用米（酒米・もち米を含む）
の食味及び外観を評価する品
評会に出品するために要する
経費及び化学肥料・化学合成
農薬低減に関する認証等を取
得する際に要する経費を助成

農業者
補助率　1/2以内
上限額　５千円

高付加価値農産物助
成事業

再生協

出店手数料、旅費、運搬費、広告宣伝
費、会場装飾費、什器借上料、通訳及
び販売推進員への人件費、出店に係
る消耗品費等の合計額の1/3、ただし
上限額100千円

海外物産展等出店
補助事業

販路拡大

通販サイトの運営会社に支払
う販売手数料を補助
（令和8年度末まで）

通販サイトの運営会社に支払う販売
手数料の1/3、ただし上限額150千円

通販サイト出店補助事
業
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内容
区分

対象者
補助
区分

５その他②

事業内容 補助概要 補助事業名

配合飼料価格安定制度の生産
者積立金を補助

補助率　1/3
限度額　１トンあたり300円

配合飼料価格安定制
度加入支援事業

牛アカバネ病の予防接種費を
補助

1頭あたり500円

家畜伝染病防止事業

畜舎の防虫・防疫のために購
入する消毒資材及び畜産によ
る悪臭低減（消臭、脱臭、発酵
促進等）のために購入する資
材に要する経費を補助

畜産経営者

補助率　1/2
限度額　消毒資材：２万円
　　　　　　悪臭低減資材：８万円

畜産公害防止事業

市

家畜伝染病予防法（昭和26年
法律第166号）第５条第１項の
規定により長野県知事が公示
したヨーネ病の定期検査手数
料を補助

補助率　1/3

防疫のために購入する消毒液
に要する経費を補助

補助率　1/2
限度額　５万円

家畜伝染病防止事業

県

集落営農

集落営農組織の設立への支援

集落営農組織

補助額　基本８万円＋２千円×戸数
集落営農組織設立助
成事業

市
集落営農組織が取り組む農業
振興への活動支援

補助額　経営面積（５万円～10万円）
＋取組内容による加算
ブロックローテーション加算　３千円
/10a

集落営農組織育成支
援事業

畜産振興

経営を継続するために行う以
下の取り組みに対する補助
・暑熱対策設備の導入
・省エネルギー対策設備の導
入
・生産性工場に資する機械、設
備等の導入
・草地の改良、食害防止、放
牧、国産資料の利用拡大
・高能力種畜の導入
・畜産コンサルタントの導入
・自ら生産した畜産物の販売促
進に係る取組

年間の畜産物総販売
額が50万円以上の畜
産経営体、または畜
産経営で認定を受け
た認定就農者もしくは
認定新規就農者

補助率　3/4以内（事業費300万円を超
える部分は1/2以内）
限度額　10万円～1,500万円

持続可能な畜産経営推進事業
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